
 

 

 

 

 

 

第２期しまね教育ビジョン２１をベースにした取組を 

 

所長  領家芳明 

 

「全ての教員一人一人が明るく活力にあふれ、教育者としての自覚を高め、決しておごるこ

となく、高い志と高潔な行動により児童・生徒、保護者、地域住民の方と向き合っていただ

きたいと切に願うものであります。」新任校長辞令交付式の際、藤原教育長訓示の最後に述べ

られたことばです。これをホームページで目にしたとき、管内のすべての学校がめざすべき

毎日の姿のように感じました。こうした学校に関わるすべての人々にとって安心感のあふれ

る学校をめざして運営していくために、その根底にながれるものに目を向けてほしいと思い

ます。 

 平成２６年７月に発表された「島根を愛し 世界を志す 心豊かな人づくり」を基本理念

とする「第２期しまね教育ビジョン２１」をその根底に流れるものとして位置づけてほしい

と思います。各学校では、ビジョン公表後、じっくりと内容について読み深め、島根の教育

目標に向かって、各校の教育課程や経営方針に反映する形で新年度を迎えていただいたと考

えています。新しいビジョンではこれからの社会を生き抜くため、子どもたちに必要な３つ

の力、「向かっていく学力」「広がっていく社会力」「高まっていく人間力」を教育目標として

定めています。各学校では、この島根の教育目標のもと、知・徳・体のバランスのとれた人

格形成を進めていくことを基本とし、グローバル化の流れの中で世界に視野を広げつつも、

自らの地域に誇りをもち、地域の未来を担うという気概を持った子どもたちを育成するため、

いっそうの努力をお願いしたいと思います。 

 また、今年度は、各学校で「第２期しまね教育ビジョン２１」の

周知の取組を期待します。それは、ビジョンに基づいた教育計画を

実施するには、広く保護者をはじめとした地域住民の方々の理解と

協力を得ながら、家庭・地域と連携した学校教育を展開していただ

くことが大切だと考えているからです。そのために、就学前から高

等学校までの発達の段階における３つの「教育目標」、「基本的生活

習慣の形成、健康・体力づくり」、「家庭のかかわり・役割」それぞ

れの要点をまとめて整理されたビジョンの「図３」（２ページ参照）

を、様々な方法で繰り返し紹介し活用することをお願いします。そ

れにより、関係者が共通認識をもち、連携した行動ができると期待

するからです。 

 さて、益田教育事務所では８名の人事異動がありましたが、これまでと変わることなく市

町教育委員会と連携し、各学校・地域の取り組みを支援させていただきます。教育事務所指

導主事、市町派遣指導主事、社会教育主事、総務課職員ともども、今年度も引き続き「とも

に育つ」というスタンスで、「第２期しまね教育ビジョン２１」をベースに、目の前の姿とと

もにその背景にも心を注ぎ、子どもたちの成長のために学校への支援体制を整えていき、管

内の教育の充実を目指したいと考えています。 

平成 27 年度 

事務所だより 第 1 号 
平成 27 年 4 月 21 日 

益 田 教 育 事 務 所 

第２期しまね教育ビジョン２１（概要版） 
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課長 

島田 満 

〈事務総括〉 

 

企画員 
寺尾 美鈴 

企画員 
今谷 憲司 

主任 
高橋 雅也 

互助会嘱託 
雪村 知子 

企画幹 
村上 護 

〈理科、学校経営〉 

 

総務課    

 

学校教育 

スタッフ 

 

社会教育 

スタッフ 

 

益田市 
派遣社会教育主事 

澤江 健 

津和野町 
派遣社会教育主事 

大島 功央 

吉賀町 
派遣社会教育主事 

杉内 直也 

人権・同和教育 
指導員 
井上 和巳 

益田市 
派遣指導主事 
大島 義紹 

〈特別支援教育〉 

吉賀町 
派遣指導主事 
岡本 博 

〈特別支援教育〉

益田市 
派遣指導主事 
兼子 史寛 

津和野町 
派遣指導主事 
俵 裕樹 

〈生徒指導〉 

益田市 
派遣指導主事 
中尾 瑞紀 
〈学力向上〉

益田市 
派遣社会教育主事 

谷上 元織 

指導主事 
杉原 貴宏 

〈特別支援教育〉 

 

指導主事 

田村 嘉久 

指導主事 

和田 政幸 

事務職員 
田根久美子 

企画幹

品川 智成 

指導主事 
三口 清伸 

〈生徒指導、国語〉 
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益田教育事務所 (0856) 

所長室  31－9670 

総務課   31－9671・9672 

互助会  23－2483 

学校教育Ｓ 31－9673・9674 

31－9675・9676 

益田市教育委員会 (0856) 

学校教育Ｓ 31－0445 

社会教育Ｓ 31－0662 

津和野町教育委員会  (0856) 

学校教育Ｓ 72－1854 

社会教育Ｓ    72－1854 

吉賀町教育委員会 (0856) 

学校教育Ｓ   77－1285 

社会教育Ｓ    77－1285 

 

 

平成２７年度 管内研究指定校・指定事業等一覧  

事   業   名 指定校・指定地域 担当者 

文 部 科 学 省 関 係 

① コミュニティスクール推進事業  匹見中学校  村上 

② 人権教育研究指定校事業  益田中学校  田村 

③ スクールカウンセラー活用事業  

管内全中学校 吉田小 吉田南小  

高津小 益田小 安田小 西益田小  
六日市小  三口 

④ スクールソーシャルワーカー活用事業  益田市 津和野町 吉賀町 

⑤ 

結集！しまねの子育て協働プロジェクト  

益田市 津和野町 吉賀町 品川 
 

放課後子ども教室  

学校支援地域本部事業  

家庭教育支援事業  

県 教 育 委 員 会 関 係  

① 小・中学校少人数学級編制（小学校第１・２年生）  高津小 益田小 吉田小  
村上 

② 小・中学校少人数学級編制（小学校第３学年以上）  安田小 益田中 益田東中  

③ 
道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業  

 ＜道徳教育郷土資料編集＞  
未定 和田 

④ 
特別な支援のための非常勤講師配置事業  

(にこにこサポート事業) 

益田小  高津小 吉田小 吉田南小 安
田小 西益田小 中西小 津和野小 日
原小  七日市小 六日市小 

杉原 

⑤ 
特別な支援のための非常勤講師配置事業  

(にこにこサポート事業・特別支援学級) 
益田中 西益田小  杉原 

⑥ 
学習環境の確立に向けた実践事業  

（学習プリント配信システム）  
全小学校  和田 

⑦ 
自学室等での個別指導の充実に係る非常勤講師配置

事業（学びいきいきサポート事業）  

益田中 高津中 益田東中 

横田中  

三口 

⑧ 
中１ギャップに対応するための非常勤講師配置事業  

（中学校クラスサポート事業）  
益田中  

⑨ 
小学校における不登校等対応体制充実事業  

（子どもと親の相談員配置事業）  
高津小 吉田小  

⑩ 
子ども読書活動推進事業 学校図書館活用教育研究

事業 
西益田小  

⑪ 子ども読書活動推進事業 学校司書等配置支援事業  全小中学校  

⑫ スーパーコーディネーター配置事業  
益田市・津和野町・吉賀町  

各１校  
杉原 

⑬ 
しまねのふるまい推進プロジェクト  益田市 津和野町 吉賀町 村上 

 
杉原  しまねのふるまい体験活動推進事業  未定 

⑭ 
結集！しまねの子育て協働プロジェクト  

益田市 津和野町 吉賀町 
品川  ふるさと教育推進事業  

⑮ 人権・同和教育地域推進ネットワーク事業  益田市 津和野町 吉賀町 
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平成 26 年度給与改定により、平成 27 年 4

月 1 日から施行されている内容がありますの

で、主だったものをお知らせします。 

 

【給料表の改定】 

 平成 27 年 4 月 1 日より新しい給料表で給与が支給されています。ただし、この見直しにより給

料月額がこれまで受けていた給料月額より低くなる教職員が生じます。 

 そこで、これらの教職員に対しては、平成 27 年 4 月 1 日以降に受ける給料月額が、昇給・昇格

等により平成 27 年 3 月 31 日に受けていた級・号給に対応した給与月額に達するまでの間、経過

措置（現給保障）として平成 27 年 3 月 31 日時点の給料月額が支給されます（※現給保障期間は

平成 32 年 3 月 31 日までの 5 年間）。 

 

 

 

 

 

 

 

【教員特殊業務手当の改正】 

 人事委員会の報告を受け、職務や実績に見合った教育職員の処遇を行う観点から、平成 27 年 4

月 1 日から部活動指導手当等の拡充が実施されました。 

区    分 改 正 後 改 正 前 

(1)非常災害時等の緊急業務   

 ｱ 非常災害時の児童・生徒の保護又は緊急の防 

  災・復旧業務 
8,000 円 6,400 円 

 ｲ  児童・生徒の救急業務 7,500 円 6,000 円 

 ｳ 児童・生徒の緊急の補導業務 7,500 円 6,000 円 

(2)修学旅行等引率指導業務 4,250 円 3,400 円 

(3)対外運動競技等引率指導業務 4,250 円 3,400 円 

(4)部活動指導業務（週休日等）   

 ｱ ４時間以上 3,000 円 2,400 円 

 ｲ ２時間以上４時間未満 1,500 円 1,200 円 

 

 

 

   

 夏季休暇の取得期間はこれまで７月から９月までとなっていましたが、条例が改正され

取得可能期間が『６月から１０月までの間』となりました。 

取得可能期間 ６月から１０月までの間  

取得日数 
４日以内 
（原則連続。ただし特に必要があると認められる場合は１暦日ごとに分割可能。） 

単 位 １日（承認期間が１日に満たない場合でもその日は１日として取り扱う） 

 

ご自身の給与明細書を確認してみてください！ 

 給与明細書の左欄下段「給与月額」欄が新しい給料表での月額です。この金額と給与明

細書の「給料」欄の金額が相違している場合は、経過措置（現給保障）の対象となります。  

 給与明細書には支給を受けている手当や様々な控除等、たくさんのデータが記載されて

います。『難しいことはわからないから…』と避けるのではなく、『それぞれが自分の給与

を確認する』ことが重要です。ぜひ給与明細書を確認してみてください。 
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